
新型コロナウイルス関連融資申告書・誓約書 
 

１ 申請者の主たる業種（いずれか１つにチェックしてください。） 

□１ 建設業 □２ 製造業 □３ 運輸業 □４ 卸売業 

□５ 小売業 □６ 
不動産業 

物品賃貸業 
□７ 宿泊業 □８ 飲食サービス業 

□９ 
生活関連 

サービス業 
□10 娯楽業 □11 教育・学習支援業 □12 医療・福祉 

□13 
サービス業 

(他に分類されないもの) 
□14 その他（                             ） 

※上記は，日本標準産業分類に定める大分類の業種です。 
 

２ 主たる融資機関及び融資名（機関及び融資のいずれか１つにチェックしてください。） 

□１ 茨城県信用保証協会 

 

□１ 経営安定関連保証 

□２ 危機関連保証 

□２ 茨城県融資制度 

 

 

□１ パワーアップ融資（セーフティネット4・5号，危機関連保証） 

□２ 新型コロナウイルス感染症対策融資 

□３ 中小企業事業継続応援貸付金 

□３ 日本政策金融公庫 

 

 

 

 

□１ 新型コロナウイルス感染症特別貸付 

□２ 生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付 

□３ 新型コロナウイルス対策衛経融資（生活衛生改善貸付） 

□４ 衛生環境激変対策特別貸付 

□５ 新型コロナウイルス対策マル経融資 

□４ 商工組合中央金庫 □１ 危機対応融資 

□５ 日本政策投資銀行  

□６（独）中小企業基盤整備機構 □１ 特例緊急経営安定貸付 

 
 

３ 誓約・同意事項（※必ず以下事項をお読みください。） 

該当する部分に☑してください。全ての項目に☑がある方のみが申請可能です。 

□ この給付金の交付を受けたことはありません。 

□ この給付金の申請時において，市内で事業活動を行う中小企業者であり，引き続き市内において事業を継続して

いく意思があります。 

□ 上記の融資は，新型コロナウイルス感染症の影響を受け，業況悪化から資金繰りの支援を受けたものです。 

□ 暴力団の構成員又は暴力団に関与する者ではありません。 

□ 給付金の交付にあたり，必要な市税等の公簿の閲覧，市税務部局への提出書類の内容の共有に同意します。 

□ その他給付金の申請に係る提出書類の記載内容は，全て事実です。 

□ 市からの関係書類の提出の求め，事情聴取，帳票・書類等の調査に応じます。 

□ 虚偽その他不正な手段により給付金の交付を受けたときは，給付金の交付決定の取消しなど，石岡市からの指示

等に従い，給付金を返還します。 
 

令和 ２年 ８月２４日 

石岡市長 殿 

令和２年度石岡市中新型コロナウイルス関連融資応援給付金の申請に当たり，上記に記載の事項に相違ないこ

とを誓約・同意します。 

法 人 の 名 称（個人の場合は屋号）  株式会社 いしおか商店 

法人代表者の役職・氏名（個 人 の 氏 名） 代表取締役 石岡 太郎  ㊞

記 入 例 

次ページの公的融

資等区分等をご確

認の上，該当箇所

をチェックしてく

ださい。 

※複数の融資があ

るときは，融資額

の多い融資機関と

融資名を選択して

ください。 

上記記載事項の「誓約・同意事項」に相違ない場合

は，記名・押印をお願いいたします。 



【公的融資等区分】 

以下の融資は，信用保証委託契約書，融資申込書，保証決定のお知らせ，融資決定通知書，各

金融機関との契約書等でご確認ください。 

公的融資等区分 融資制度名 

１ 茨城県信用保証協会 

 

(１) 経営安定関連保証 

(２) 危機関連保証 

２ 茨城県融資制度 

 

 

(１) パワーアップ融資（４・５号） 

(２) 新型コロナウイルス感染症対策融資 

(３) 中小企業事業継続応援貸付金 

３ 日本政策金融公庫 

 

 

 

 

(１) 新型コロナウイルス感染症特別貸付 

(２) 生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付 

(３) 新型コロナウイルス対策衛経融資（生活衛生改善貸付） 

(４) 衛生環境激変対策特別貸付 

(５) 新型コロナウイルス対策マル経融資（小規模事業者経営改善資金） 

４ 商工組合中央金庫 危機対応融資 

５ 日本政策投資銀行  

６（独）中小企業基盤

整備機構 

特例緊急経営安定貸付 

 

 

【融資実行期間】 

給付金は，令和２年２月１日から令和２年１２月３１日までに新型コロナウイルス感染症に係る上

記融資が実行された方が対象です。 

※セーフティーネット保証５号の融資実行については，令和２年３月６日以降に石岡市から認定書の

発行を受けた方とします。 

 

 


